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(57)【要約】
多目的媒体アクセスデバイスであって、該デバイスは、
多目的ユーザデバイスと少なくとも１つの通信ネットワ
ークとの間にデータの転送を制御するように動作可能な
通信インターフェイスと、ユーザデータおよび固有ユー
ザ識別子を記憶するように動作可能なデータ記憶モジュ
ールと、少なくとも１つの実行可能プログラムが記憶さ
れたプログラム記憶モジュールとを含み、前記プログラ
ムは、前記固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプ
ロファイルに従い、通信ネットワーク上においてデータ
転送能力のうちのいくつかの限定されたセットを可能に
する多目的媒体アクセスデバイスのオペレーショナルフ
ィーチャの所定のセットを可能にするために、固有ユー
ザ識別子を使用する命令を含み、かつ、該デバイスは、
プログラム記憶モジュールに記憶された実行可能プログ
ラムを実行し、ユーザデータのセットを生成するよう動
作可能なプロセッサと、処理されたユーザデータを表示
するディスプレイとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多目的媒体アクセスデバイスにおいて、
　前記多目的アクセスデバイスと少なくとも１つの通信ネットワークとの間にデータ転送
を制御するように動作可能な通信インターフェイスと、
　ユーザデータと固有ユーザ識別子とを記憶するよう動作可能なデータ記憶モジュールと
、
　少なくとも１つの実行可能プログラムが記憶されたプログラム記憶モジュールであって
、前記プログラムは、前記固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプロファイルに従い
、前記通信ネットワーク上においてデータ転送能力のうちのいくつかの限られたセットを
可能にする、前記多目的媒体アクセスデバイスの所定のオペレーショナルフィーチャのセ
ットを可能にするために、前記ユーザ識別子を使用する命令を含む、プログラム記憶モジ
ュールと、
　前記ユーザプロファイルに従い処理されたユーザデータのセットを生成するために、前
記データ記憶モジュールに記憶されたデータを処理するために、前記プログラム記憶モジ
ュールに記憶された前記実行可能プログラムを実行するように動作可能なデータプロセッ
サと、
　前記処理されたユーザデータを表示するように動作可能なディスプレイとを含む、多目
的媒体アクセスデバイス。
【請求項２】
　前記固有ユーザ識別子は暗号化されたデータファイルとして、前記データ記憶モジュー
ルに記憶される、請求項１に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項３】
　前記ユーザデータのセットは、インターネットサービスプロバイダによって供給された
公開キーを用いて生成される、請求項２に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項４】
　前記データモジュールに記憶された事前設定されたオペレーティングシステムを更に含
み、前記オペレーティングシステムはユーザが変更することはできないシステムである、
請求項３に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項５】
　前記プログラム記憶モジュールは、隠しパーティションを含み、前記オペレーティング
システムのリカバリバージョンは前記隠しパーティションに記憶される、請求項４記載の
多目的マルチメディアデバイス。
【請求項６】
　多目的媒体アクセスデバイスにおいて、
　前記多目的アクセスデバイスと少なくとも１つの通信ネットワークとの間にデータ転送
を制御する手段と、
　ユーザデータと固有ユーザ識別子とを記憶する手段と、
　少なくとも１つの実行可能プログラムが記憶されたプログラムを記憶する手段であって
、前記プログラムは、前記固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプロファイルに従い
、前記通信ネットワーク上においてデータ転送能力のうちのいくつかの限られたセットを
可能にする、前記多目的媒体アクセスデバイスの所定のオペレーショナルフィーチャのセ
ットを可能にするために、前記ユーザ識別子を使用する命令を含む、プログラムを記憶す
る手段と、
　前記ユーザプロファイルに従い処理されたユーザデータのセットを生成するために、前
記データ記憶モジュールに記憶されたデータを処理するために、前記プログラム記憶モジ
ュールに記憶された前記実行可能プログラムを実行するためのデータ処理手段と、
　前記処理されたユーザデータを表示する手段を含む、多目的媒体アクセスデバイス。
【請求項７】
　前記固有ユーザ識別子は暗号化されたデータファイルとして前記データ記憶モジュール
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に記憶される、請求項１１記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項８】
　前記固有ユーザ識別子はデータを記憶するための不揮発性の手段に記憶される、請求項
１２記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項９】
　プログラムを記憶するための前記手段に記憶された事前設定されたオペレーティングシ
ステムを更に含み、前記オペレーティングシステムをユーザが変更することはできない、
請求項１３に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項１０】
　プログラムを記憶するための前記手段は隠しパーティションを含み、前記オペレーティ
ングシステムのリカバリバージョンは前記隠しパーティションに記憶される、請求項１４
記載の多目的マルチメディアデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システムの分野に関し、より詳細には、多目的媒体（メディア）ア
クセスデータ処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータシステムは、今日の近代社会の多くの分野にコンピュータパワーを供給す
べく、広く使用されるようになった。パソコンシステムは通常、システムプロセッサ、関
連する揮発性メモリ、および不揮発性メモリを有するシステムユニットと、ディスプレイ
モニタと、キーボードと、１つ以上のディスクドライブと、固定ディスク記憶装置と、任
意のプリンタとを含むマイクロコンピュータとして定義することができる。これらのパソ
コンシステムは、主として、シングルユーザ（またはコンピュータサーバ・システムとし
て機能するパソコンの場合のユーザのグループ）に独立した情報処理能力を与えるように
構成され、個人または小企業に購入されるように低価格に設定された、情報処理システム
である。
【０００３】
　既知のコンピュータシステムは、様々なハードウェアコンポーネントを含んでいる。さ
らに、ユーザがコンピュータシステムを受け取る際、そのコンピュータシステムには、イ
ンターネットのブラウジングを可能にするブラウザ・アプリケーション、ワードプロセッ
サ、または電子メールプログラムのような、所定のソフトウェア・アプリケーションが予
めインストールされている可能性がある。
【０００４】
　インターネットの構成要素の１つは、ワールド・ワイド・ウェブ（Web）であり、これ
は、複数のウェブ「ページ」を含むネットワークにグローバルに接続されている。ウェブ
ページは、ブラウザソフトの使用を通じてユーザによって見ることができる情報の集合で
ある。本発明においては、ブラウザソフトを「ブラウザ」と呼ぶことがある。ブラウザは
、通信リンクによるウェブページの要求および表示を実行する専用のソフトウェア・アプ
リケーション・プログラムである。
【０００５】
　ウェブページは、テキスト、グラフィックス、音楽やスピーチを含む音、アニメーショ
ン、およびビデオイメージを含む様々なマルチメディア成分を組み込むことができる。音
成分を含んだウェブページは、ブラウザを使用して、見ることができると共に聞くことが
できる。 ウェブページは、ユーザが、任意のウェブページから別のウェブページ、グラ
フィックス、バイナリ・ファイル、マルチメディアファイルへの移動を、インターネット
・リソースと同様に可能にするハイパーテキストを使用して、互いに相互連結される。
【０００６】
　ウェブは、クライアント／サーバ・モデルで動作する。ウェブは、サーバ・コンピュー
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タ・システムが、グラフィカルなウェブページ情報を遠隔クライアントコンピュータシス
テムに送信することを可能にする。サーバ・コンピュータ・システム（「サーバシステム
」）は、以下に記載するように、ウェブ「サイト」を構築するソフトウェア・ウェブペー
ジと同様、ハードウェア・サーバも含んでいる。ハードウェア「サーバ」および「サイト
」の用語は、区別なく使用されることがある。
【０００７】
　遠隔クライアントコンピュータシステムはブラウザを含んでいるので、ウェブページを
表示することができる。ユーザは、ユーザコンピュータ上で、ネットスケープ・ナビゲー
タ（商標）またはマイクロソフト・インターネット・エクスプローラ（商標）のような、
Webクライアント・ブラウザソフトを実行する。このブラウザソフトは、ウェブサーバに
接触し、情報またはリソースを要求するクライアントの役割をする。ウェブサーバは、ウ
ェブブラウザに対する情報のロケーションを行い、その後、この情報を送信する。ウェブ
ブラウザは、ユーザのコンピュータ上にユーザに対する結果を表示する。
【０００８】
　ウェブページは、ハイパーテキスト・マークアップ言語（「ＨＴＭＬ」）と呼ばれるマ
ークアップ言語を使用して定義される。ＨＴＭＬは、ウェブページをどのようにして表示
するかを定義するタグの標準セットを提供する。ＨＴＭＬは、遠隔クライアントコンピュ
ータ上のブラウザに、テキスト、グラフィックス、およびマルチメディアファイルを表示
する方法を伝えるためにサーバから送信されるコマンドを含んでいる。ＨＴＭＬはさらに
、ウェブページを、他のウェブページおよび他のインターネット・リソースにリンクする
ためのコマンドを含んでいる。
【０００９】
　今日のコンピュータシステムを購入可能な世界人口よりも多くの世界人口のセグメント
にコンピュータシステム機能を有したデバイスを提供することが望ましい。
【発明の開示】
【００１０】
　本発明のシステムは、ハードドライブの複製による不正コピーあるいはシステムイメー
ジおよびアプリケーションの再利用を防止するために利用される、固有（ユニークな）Ｉ
Ｄを含む。この固有ＩＤは、オペレーティングシステムイメージのアプリケーションにア
クセスすることができる。これは、オペレーティングシステムレベルで暗号化されたＩＤ
形式でのアクセスであってもよく、インターネット・サービス・プロバイダへのアクセス
を獲得するために、不正システム上にＩＤが複製されないようにする。一つの実装形態で
は、固有ＩＤの暗号化キーを公開キーとして供給する。この公開キーは、インターネット
・サービス・プロバイダによってダウンロードされて、インターネット・サービス・プロ
バイダによって周期的にアップデートされ得るような方法で実装される。利用者にシステ
ムが供給されると、利用者はこの固有ＩＤを登録し、インターネットおよびＥメールアカ
ウントへのアクセスが可能になる。インターネット・サービス・プロバイダは、指定され
たアカウント（ＵＵＩＤ）へのサービスを無効にすることによって、インターネットある
いはＥメールサーバへのアクセスを禁止するように、この固有ＩＤを使用することができ
る。
【００１１】
　一実施形態では、本発明は、多目的媒体アクセス・デバイスに関する。この多目的媒体
アクセス・デバイスは、この多目的ユーザデバイスと少なくとも１つの通信ネットワーク
との間のデータ転送を制御するように動作可能な通信インターフェイス、ユーザデータと
固有ユーザ識別子とを記憶するように動作可能なデータ記憶モジュール、少なくとも１つ
の実行可能プログラムが記憶されたプログラム記憶モジュールを含む。この実行可能プロ
グラムは、この固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプロファイルに従い、通信ネッ
トワーク上で限定されたテータ転送能力のセットを可能にする、多目的媒体アクセスデバ
イスの所定のオペレーショナルフィーチャのセットを可能にするために、固有ユーザ識別
子を使用する命令を含む。また、多目的媒体アクセス・デバイスは、プログラム記憶モジ
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ュールに記憶された実行可能プログラムを実行するように動作可能なプロセッサを含み、
このデータ記憶モジュールに記憶されたデータを処理し、ユーザデータのセットを生成す
る。処理されたユーザデータを表示するためのディスプレイも含まれる。
【００１２】
　本発明は、低価格の多目的インターネット接続可能コンピューティングデバイスを提供
する。このシステムは、固有ユーザ識別子にリンクされている、パソコンの情報処理能力
の固定され、限定されたサブセットを提供する。本発明のシステムは、Ｗｉｎｄｏｗｓベ
ースのオペレーティングシステムとＬｉｎｕｘベースのオペレーティングシステムの両方
をサポートすることができる。本発明の一実施形態では、オペレーティングシステムはＷ
ｉｎｄｏｗｓ　ＣＥなどの、モバイル版Ｗｉｎｄｏｗｓに基づく。本発明では、このオペ
レーティングシステムは、工場出荷時にインストール済みのイメージで事前に設定されて
おり、ユーザが変更することはできない。事前設定されているソフトウェアアプリケーシ
ョンとしては、ワードプロセッサ、スプレッドシート、ウェブブラウザ、ＰＤＦビューア
、メディアプレーヤ、および描画アプリケーションが挙げられる。本発明のシステムは、
いずれかのマーケットに特有のアプリケーションは含まない。むしろ、デスクトップ上に
はインターネットリンクが定義されて事前に設定されており、ユーザは、ウェブメール、
オンラインゲーム、および、音楽、映画、スポーツのリンクを含むエンターテイメント、
ローカルニュース、天気、および人気のある検索エンジンを使用することができる。ディ
スプレイ装置上に与えられるデスクトップは、オペレーティングシステムのロードの一部
としてこれらのウェブリンクを含むように事前設定されている。
【００１３】
　本発明では、ユーザデータのバックアップは、インターネット・サービス・プロバイダ
を介して供給されてもよい。本発明の一実施形態では、ユーザデータは、システムデータ
を含むディスクパーティションとは分離されたディスクパーティションに記憶されたリカ
バリイメージ上に記憶される。このリカバリイメージにより、ユーザあるいは修理人は、
わずかな費用でフィールドのオペレーティングシステムイメージをアップデートあるいは
修復することができる。
【００１４】
　別の実施形態では、本発明は、データ通信ネットワークとともに、オペレーションのた
めに多目的媒体アクセス・デバイスを制御する方法に関連する。このデータ通信ネットワ
ークは、多目的媒体アクセス・デバイスの記憶モジュールに固有ユーザ識別子を記憶させ
るステップを含む。固有ユーザ識別子は、多目的媒体アクセス・デバイスの所定のオペレ
ーショナルフィーチャのセットに対応し、固有ユーザ識別子に関連付けられたユーザプロ
ファイルに従って、通信ネットワーク上において、限定されたデータ転送能力のセットを
可能に（イネーブルに）する。また、データ通信ネットワークは、多目的媒体アクセス・
デバイスのプログラク記憶モジュールに記憶されたプログラムを実行する。このプログラ
ムは所定のオペレーショナルフィーチャのセットが、固有ユーザ識別子に関連づけられた
ユーザプロファイルに従い、多目的媒体アクセス・デバイスと通信ネットワークとの間で
限定されたデータ転送を可能にするように、固有ユーザ識別子を使用する命令を含む。
【００１５】
　本発明は、電話会社などのインターネット・サービス・プロバイダと複数の低価格の多
目的インターネット接続可能コンピューティングデバイスとの間にアカウントを維持する
ための環境を提供する。この環境は、あらゆるコンピューティングデバイスに関連付けら
れた固有ＩＤを使用し、装置がインターネットへのアクセスを有するかどうか認証する。
この環境により、インターネット・サービス・プロバイダは、多目的媒体アクセスデバイ
スに対する支払いが遅れていないかどうか、装置が盗難報告されているかどうか、同一装
置の複製コピーが存在するかどうか（従って、ソフトウェアの不正コピーが作成されたこ
とを示す）、装置が接続を確立している位置が予測した位置に一致しているかどうか、を
含む複数の判断基準に基づいて、装置が有効システムであるかどうかの判定を行うことが
できる。従って、インターネット・サービス・プロバイダはこの判定を用いて、ユーザと
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の関係のビジネス部分を管理することができる。
【００１６】
　別の実施形態では、本発明はサービスプロバイダと多目的媒体アクセス・デバイスとの
間にアカウントを維持する環境に関し、これには、通信媒体に結合された多目的媒体アク
セス・デバイスを含む。多目的媒体アクセス・デバイスは、関連する固有ＩＤと、通信媒
体に結合されたサービスプロバイダとを含む。サービスプロバイダは、検証モジュールを
含む。この検証モジュールは、多目的媒体アクセス・デバイスがサービスプロバイダによ
って供給されるサービスへアクセスを望む場合に、この多目的媒体アクセス・デバイスが
有効システムであるかどうか判定する。
【００１７】
　本発明は、添付の図面を参照することにより、この発明の属する技術分野における通常
の知識を有する者にとって、より良く理解されるであろう。また、数多くの目的、特徴、
および有利な効果も明らかになるであろう。いくつかの図面における同じ参照番号の使用
は、類似の構成要素または同一の構成要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、複数のユーザに、低コストのコンピューティング多目的媒体アクセス・デバイ
スを供給するための環境１００のブロック図である。より具体的には、複数の多目的媒体
アクセス・デバイス１１０は、電話回線のような通信リンク１２２によってインターネッ
ト・サービス・プロバイダ１２０に接続される。１つ以上の多目的の媒体アクセス・デバ
イス１１０およびインターネット・サービス・プロバイダ１２０の組み合わせは、低価格
コンピューティング多目的媒体アクセス／デバイスを複数のユーザに供給するためのシス
テムを提供する。その後、インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、インターネ
ット１４０に接続される。その後、インターネット１４０は、複数のウェブホストサーバ
１５０に接続される。
【００１９】
　インターネット上の情報にアクセスすることを望むユーザは、「クライアントワークス
テーション」とも呼ばれる、多目的媒体アクセス・デバイス１１０を使用する。多目的媒
体アクセス・デバイス１１０は、ウェブブラウザとして知られているアプリケーション・
プログラムを実行する。
【００２０】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、多目的媒体アクセス・デバイス１１０が、イ
ンターネット・サービス・プロバイダ１２０との間で情報の送受信をできるようにする、
通信系ハードウェアおよびソフトウェアを含んでいる。通信系ハードウェアおよびソフト
ウェアは、多目的媒体アクセス・デバイス１１０がインターネット・サービス・プロバイ
ダ１２０と通信リンクを確立することを可能にする。この通信リンクは、デジタル加入者
線（ＤＳＬ）のようなダイレクトリンク、Ｔ１、総合サービスデジタル網（ＩＳＤＮ）ま
たはケーブル接続のような有線接続、セル方式、衛星ネットワークによる無線接続または
ローカルエリアネットワークによるイーサネットまたはトークン・リングのようなローカ
ルデータ転送システムを含む、様々な接続方式のいずれかであり得る。
【００２１】
　利用者がウェブブラウザにコマンドを入力することによって情報の要求を入力する場合
、多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、指定されたトピックに関係するドキュメント
の捜索、またはインターネット・サービス・プロバイダ１２０への特定のウェブページの
ように、情報の要求を送信する。インターネット・サービス・プロバイダ１２０は次に、
インターネット１４０を介して適切なウェブホスト・サーバ１５０へリクエストを転送す
る。
【００２２】
　インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、ブラウザから送信された要求を受信
し、読み込むためのソフトウェアを実行する。インターネット・サービス・プロバイダ１
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２０は、リクエストを監視し、特定のウェブサーバ上の情報に対する要求を処理し、ユー
ザの多目的媒体アクセス・デバイス１１０にその情報を送信する、ウェブサーバ・アプリ
ケーション・プログラムを実行する。
【００２３】
　インターネット上のウェブホスト・サーバ１５０はそれぞれ、適切なウェブホスト・サ
ーバ１５０に接続するために、ウェブブラウザにユーザが供給する既知のアドレスを有し
ている。情報がユーザのウェブホスト・サーバ１５０で利用可能でない場合、インターネ
ット１４０は、リクエストされた情報を提供すべく、ウェブサーバ１５０が互いに通信す
ることを可能にする中央のリンクとしての役割を果たす。ウェブサーバ１５０は１つ以上
のウェブページを含むことができるので、ユーザはさらに、自分が特定のどのウェブペー
ジを見たいかをアドレスで明示することになる。サーバ上のホームページの、ユニバーサ
ル・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）としても知られるアドレスは、サーバ、およびサーバ
上のページの位置を示す、受信用住所に類似した一連の番号である。簡素化のため、ユー
ザが、番号の代わりに名前を使用するサーバとドキュメントとを指定することを可能にす
る、ドメイン名システムが開発された。ＵＲＬはさらに、ドメインネームの終わりに追加
情報を含むことによって、コンテンツ・プロバイダに属するページのグループにおける特
定のページを指定することができる。
【００２４】
　図２は、多目的媒体アクセス・デバイス１１０のブロック図である。多目的媒体アクセ
ス・デバイス１１０は、プロセッサ２０２、キーボード、マウス等のような入出力デバイ
ス２０５に接続される入出力（Ｉ／Ｏ）制御装置２０４、およびランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）のような揮発性メモリを含むメモリ２０６を含んでいる。入出力制御デバイス
２０４はまた、ハードディスクドライブのような不揮発性記憶装置２０７に接続される。
 多目的媒体アクセス・デバイス１１０はさらに、モデムのような通信装置２１１を含ん
でいる。 プロセッサ２０２、Ｉ／Ｏコントローラ２０４、メモリ２０６および通信装置
２１１は、１つ以上のバス２１２によって互いに接続される。プロセッサ２０２はまた、
表示装置２１４に接続されるように構成される。不揮発性記憶装置２０７は、固有ユーザ
識別子（unique user identifier）（ＵＵＩＤ）２４０とともに多目的媒体アクセス・デ
バイス・ソフトウェア２３０を含んでいる。この多目的媒体アクセス・デバイス・ソフト
ウェア２３０は、プロセッサ２０２上で実行される。固有ユーザ識別子２４０は、例えば
読み取り専用メモリデバイス（ＲＯＭ）またはハードワイヤードの集積回路上に格納され
得る。
【００２５】
　ある実施形態の一例においては、多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、ＤＤＲメモ
リとともに、３６６ＭＨｚで動作するＡＭＤジオードＧＸ２プロセッサおよびＣＲＴ出力
を有する。
【００２６】
　さらに、ある実施形態においては、メモリ２０６は、１２８メガバイトの、２６６ＭＨ
ｚのＤＤＲＡＭを含んでいる。このＤＤＲＡＭは、サポートすべき設置面積（foot print
）の互換性を備えた構成に搭載されてサポートされる（例えばロード・オプションを備え
た６４から２５１２ＭＢの間）か、またはＤＩＭＭ／ＳＯＤＩＭＭ構成によってサポート
される。 メモリ２０６の実装は、最良のコスト／フレキシビリティ・トレードオフ・ア
セスメントに基づく。 メモリは、アップグレードのためにエンド・ユーザがアクセス可
能になることを意図していないが、ＯＥＭ要求に基づき、製造時に増加され得る。いずれ
の場合も、コストおよび電力消費を減少させるよう、メモリインターフェースはターミネ
ートしていない。
【００２７】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０の不揮発性記憶装置２０７は、ＢＩＯＳ２５０を
格納し、それからブートするための、ブートＲＯＭデバイスを含んでいる。このＲＯＭデ
バイスは、ソフトウェアとハードウェアの両方のメカニズムによって、現場で更新（フィ
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ールドアップデート）が可能である。ＢＩＯＳ２５０を更新するソフトウェアメカニズム
は、システムソフトウェア更新プロセスの一部であって、ユーザには見えない。ＲＯＭ中
のＢＩＯＳ２５０を更新するハードウェアメカニズムは、エンド・ユーザが利用可能であ
る。
【００２８】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０の不揮発性記憶装置２０７には、最小容量の、例
えば１０ギガバイトの、３．５インチハードディスクドライブが含まれる。ユーザは、交
換あるいはアップグレードするためにこのハードディスクドライブにアクセスすることは
できない。このハードディスクは、電圧変換の必要がなくなるよう、ＵＤＭＡ６６（モー
ド５）のシグナリングを３．３ボルトでサポートする。
【００２９】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０の通信装置２１１は、例えば、多目的媒体アクセ
ス・デバイス１１０上に外部コネクタを備えた、５６Ｋ　ＩＴＵ　Ｖ．９２モデムを含む
。このモデムは、世界中の様々な地域の電話システムをサポートする。モデムはソフトモ
デムであってよいことが理解されるであろう。
【００３０】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は固有ユーザＩＤ（ＵＵＩＤ）を実装する手段を
含む。このＵＵＩＤは、システムを修復あるいはアップデートすることでＵＵＩＤが容易
に変更あるいは損失されることがないように実装される。
【００３１】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０には、ステレオヘッドホン端子とマイクロホン端
子とが内蔵されており、これらの端子はステレオオーディオ再生あるいはボイスオーバー
ＩＰなどに利用する全二重オーディオをサポートすることができる。このヘッドフォン端
子はヘッドフォンを直接駆動することができ、あるいはアンプ内蔵の外部スピーカに接続
することができる。ライン入力端子も供給される。このオーディオコネクタには、翻訳を
必要としないグラフィカルなシンボルがラベル表示されている。
【００３２】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は４つのＵＳＢコネクタを含む。すべてのＵＳＢ
ポートはハイパワーＵＳＢデバイスへ接続することができる。これらのＵＳＢポートには
、翻訳を必要としないグラフィカルなシンボルがラベル表示されている。システム前面の
ＵＳＢコネクタはマウスおよびキーボードのサポートを目的としているので、これらの部
分には、マウスおよびキーボードの、翻訳を必要としない、万人に認識可能なグラフィカ
ルシンボルがラベル表示されている。システム背面のＵＳＢコネクタはプリンタおよび指
定された任意の装置のサポートを目的としているため、これらの部分には、翻訳を必要と
しない、プリンタおよびＵＳＢコネクタの、万人に認識可能なグラフィカルシンボルがラ
ベル表示されている。
【００３３】
　多目的媒体アクセス・デバイス１０は、リアパネル上にＶＧＡコネクタを供給し、解像
度がＳＸＧＡ、２４ビットカラーで、８５ＨＺのリフレッシュレートの外部ＣＲＴをサポ
ートする。標準アスペクト比４：３がサポートされる。ＶＧＡコネクタには、翻訳を必要
としないグラフィカルなシンボルがラベル表示されている。
【００３４】
　電話システムへ接続するために、バックパネル上に１つのＲＪ－１１コネクタが設けら
れる。多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、パススルーコネクタを提供しない。モデ
ムポートコネクタには、翻訳を必要としないモデムのグラフィカルなシンボルがラベル表
示されている。
【００３５】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、多目的媒体アクセス・デバイスをイメージリ
カバリモードにするための複数のメカニズムを含む。そのような方法の１つには、あるボ
タンを押すことが挙げられる。このボタンは、ユーザが通常知ることのない隠しボタンで
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あり、このボタンを誤って押すことは起こり得ない。このボタンの一例においては、ペー
パークリップあるいはこれに類似する小さな物体を用いて筐体上の穴を押すことによって
ボタンを作動させる。
【００３６】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、システムに必要な全電圧を供給するために、
十分な電流と電力とを供給できるオンボードレギュレータに接続される、外部ＡＣ／ＤＣ
アダプタを含む。様々な国で同じ電源が使用される可能性があるので、入力は、５０～６
０Ｈｚで交流１００～２４０Ｖに対応する。
【００３７】
　多目的媒体アクセス・デバイスとその他のコンピュータ間にファイルを移動させる第２
手段として、ＵＳＢ接続されたフラッシュ記憶装置がサポートされる。ファイルを移動さ
せる第１手段は電子メールである。多目的媒体アクセス・デバイスへのアクセサリとして
、ＯＥＭにより、低価格のフラッシュキーのソースが利用可能にされる。このフラッシュ
キーは特有のドライバを必要としない。
【００３８】
　図３はプロセッサ２０２のブロック図である。一実施形態では、このプロセッサ２０２
は、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ社より入手可能なＧｅｏｄｅ　ＧＸ
２プロセッサである。プロセッサ２０２は、プロセッサコア３１０、インターフェイスユ
ニット３１２、グラフィックプロセッサ３１４、ディスプレイコントローラ３１６、およ
びビデオプロセッサ３１８を含む。プロセッサ２０２はさらに、メモリコントローラ３３
０、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス３３２、およびディスプレイデバイス（表示装置
）インターフェイス３３４を含む。図３には、プロセッサ２０２の更なる特徴は示してい
ない。
【００３９】
　図４は、Ｉ／Ｏ制御装置２０４のブロック図である。一実施形態では、このＩ／Ｏ制御
装置は、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ社より入手可能なＧｅｏｄｅ　
ＣＳ５５３５　Ｉ／Ｏコンパニオンデバイスである。このＩ／Ｏ制御装置２０４は、プロ
セッサインターフェイスモジュール４１０、ＵＳＢコントローラモジュール４１２、ＩＤ
Ｅコントローラモジュール４１４、フラッシュメモリコントローラモジュール４１６、オ
ーディオコントローラモジュール４１８、および、システムパワーマネージメントモジュ
ール４２０を含む。
【００４０】
　図５は、多目的媒体アクセス・デバイスのパワー状態を示したブロック図である。より
具体的には、この多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、デバイスのパワー状態を制御
するパワーボタンを含む。このパワーボタンは、誤作動しないように保護されている。こ
のパワーボタンには、翻訳の必要がないグラフィカルなシンボルがラベル表示されている
。
【００４１】
　このパワーボタンは、多目的媒体アクセス・デバイス１１０の通常オペレーションの間
に、デバイスをハイバネート、サスペンド、あるいはスリープ状態から復帰させるか、あ
るいは、デバイスをこれらの状態の１つにする。オン状態あるいはスリープ状態の間、こ
のパワーボタンを４秒間作動させることで、システムがハードオフの状態にされる。
【００４２】
　ＬＥＤは、スリープ状態の間はオフ状態であり、ディスプレイデバイスは不動作状態（
ディスエイブル）になり、ハードディスクは低パワー状態になるかパーク(parked)され、
ＵＳＢデバイスは不動作状態になる。この状態は、ユーザにとっては、電源が切られた状
態と同じようにみえる。スリープ状態からのレジュームは、パワーボタンが（４秒未満）
操作されて放される場合に生じる。レジューム時間はモニタ同期時間よりも速い。
【００４３】
　ディスクにセーブ(save to disk)状態はオフ状態と電気的に同じである。しかし、レジ
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ュームの際（パワーボタンが押される）、ＢＩＯＳ２５０は、通常ブートパスではなくハ
イバネートファイルを使用してシステムをレジュームする。ディスクにセーブ状態からの
レジュームには１０秒もかからない。このオペレーティングシステムはスリープ状態をサ
ポートする。ブート時間はそれほど問題でもないので、ディスクにセーブ状態をサポート
する必要はない。停電の場合、システムはオフ状態となる。システムがこの”オン”状態
の間、パワーボタンが瞬間的に押された場合と同様に、システムの非アクティブ状態はシ
ステムをスリープ状態にさせる。システムの非アクティブ状態の持続時間は、初期設定で
は１５分に設定されている。このタイムアウトは、多目的媒体アクセス・デバイスシステ
ム構造において、ユーザにより設定可能である。
【００４４】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０に適用される状態は、Ｓ０、Ｓ１，Ｓ３（エミュ
レートされている）およびＳ５だけである。ユーザが認知しうるオペレーティングシステ
ムの状態は、オン（Ｓ０）、スタンバイ（Ｓ１あるいはＳ３）、およびシャットダウン（
Ｓ５）である。
【００４５】
　図６を参照すると、多目的媒体アクセス・デバイス・ソフトウェア２３０は、オペレー
ティングシステム６１０、アプリケーションプログラムパーティション６１２、ソフトウ
ェアアップデートモジュール６１４、イメージリカバリモジュール６１６、および、アカ
ウントマネージメントモジュール６１８を含む。
【００４６】
　パソコン互換のＢＩＯＳ２５０は、不揮発性記憶装置２０７に格納される。このＢＩＯ
Ｓは、ＷｉｎｄｏｗｓベースのオペレーティングシステムとＬｉｎｕｘベースのオペレー
ティングシステムの両方をサポートする。ＢＩＯＳ２５０は、オペレーティングシステム
６１０を、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＣＥタイプのオペレーティングシステムなどの、組み込みク
ローズドオペレーティングシステムとすることができるよう、互換性のあるブートローダ
を含んでもよい。このＢＩＯＳ／ブートローダ２５０は、原則的にユーザには見えないも
のであり、また、オペレーティングシステムをブートするものである。
【００４７】
　より具体的には、オペレーティングシステム６１０は、Ｗｉｎｄｏｗｓベースのオペレ
ーティングシステムまたはＬｉｎｕｘベースのオペレーティングシステムであってよい。
Ｗｉｎｄｏｗｓオペレーティングシステム、またはＬｉｎｕｘオペレーティングシステム
は、システムの性能に影響を及ぼしうる、いくつかの設定可能なオペレーションパラメー
タを独自に有する。このような設定可能なオペレーションパラメータには、アニメーショ
ン化されたメニュー、ドラッグする間のウインドウ内容の表示、あるいはポップアップバ
ルーンを含み、さらにブート設定をも含む。オペレーティングシステムがＷｉｎｄｏｗｓ
であろうとＬｉｎｕｘであろうと、すべてのオペレーティングシステムの特徴は、プロセ
ッサを使用するシステムの価格対性能効果に応じて評価される。このようなコンフィギュ
レーション設定は、インストールされたイメージに事前に設定されている。
【００４８】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、多目的媒体デバイス１１０が指定されたよう
に機能するために必要なすべてのアプリケーションプログラム６１２を搭載して出荷され
る。ユーザはこのオペレーティングシステム６１０にソフトウエアをインストールするこ
とはできない。アプリケーションを追加する、あるいはアップデートするには、多目的媒
体アクセスデバイス・ソフトウェアアップデートモジュール６１４を介するのが唯一の方
法である。
【００４９】
　この多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、いずれかのマーケットに特有のアプリケ
ーションは含まない。むしろ、デスクトップ上にはインターネットリンクが定義され、事
前に設定されており、そのようなインターネットリンクは、ウェブメール、オンラインゲ
ーム、音楽、映画、スポーツのリンクを含むエンターテインメント、ローカルニュース、
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天気、および人気のある検索エンジンを含む、対象エリアをターゲットにしたものである
。表示装置２１４上に示されるデスクトップは、このようなウェブリンクをオペレーティ
ングシステムのロードの一部として含むよう、事前設定がなされている。
【００５０】
　この多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、パソコン機能の制限され、固定されたサ
ブセットを供給する。このオペレーティングシステムに含まれる機能はパソコン版のそれ
と概ね同じである。アプリケーションとしては、ワードプロセッサ、表計算、ウェブブラ
ウザ、ＰＤＦビューア、メディアプレーヤ、および、描画アプリケーションが挙げられる
。
【００５１】
　クローズドオペレーティングシステム・アプリケーションは、フルスクリーンのみに対
応する場合が多いので、アプリケーション間の切り替えは、初期設定のユーザインターフ
ェースでは直感的ではない。従って、このクローズドオペレーティングシステムには、機
能強化されたタスクバーが含まれる。
【００５２】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０はＣＤ－ＲＯＭドライブを含まない、あるいはサ
ポートしない。ＣＤ－ＲＯＭドライブは、ソフトウェアあるいはデバイスドライバパッケ
ージをインストールするために通常行われる方法である。ソフトウェアのインストールが
不作動になり、代わりに、インターネットサービスプロバイダ１２０を介してソフトウェ
アの管理が行われる。このように、ＵＳＢの周辺機器の使用を、イメージプレロードにお
いてサポートされているもの、および固有のドライバまたはソフトウェアを必要としない
一般的種類の装置に限定することが必要である。この多目的媒体アクセス・デバイス１１
０の主要な目的は、マウス、キーボード、指定されたプリンタ、およびフラッシュ記憶装
置（ディスクオンキー）をサポートすることである。一部のインターネット・サービス・
プロバイダ１２０はＵＳＢワイヤレス、ケーブルモデム、およびＤＳＬモデムなどのＵＳ
Ｂネットワーク周辺機器に対するサポートを必要とし得る。このようなデバイスのサポー
トには、プレインストールされたドライバを介する。
【００５３】
　製品の文書化によりこのような制限が明確になるが、プレインストールされたドライバ
を備えていない周辺装置を取り付けようとした際には、システムはユーザに規格外のメッ
セージングを与える。ＵＳＢデバイスからのブートは、エンドユーザに対して許可されな
い。しかし、多目的媒体アクセスドライブ１１０は、ＵＳＢを介したサービスおよびサポ
ートを可能にする装置を含む。
【００５４】
　この多目的媒体アクセスドライブ１１０システムは、固有の見た目や操作感（ルック＆
フィール）を与える。このルック＆フィールには、一般的なグラフィカルユーザインター
フェース（ＧＵＩ）、スクリーンプロンプト、およびサウンドが含まれる。このソフトウ
ェアは、パソコンのような機能を提供するが、パソコンではない機器を提供する。多目的
媒体アクセス・デバイスとパソコンとをさらに区別するために、ブート、ログイン、サス
ペンド、およびレジュームなどの機能に用いる標準のスクリーンは、多目的媒体アクセス
・デバイスシステムのブランド（branding)のルック＆フィールに一致しており、とりわ
け、パソコンのルック＆フィールには見えない。
【００５５】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０がコールドブートプロセスにあろうと、サスペン
ドトゥディスクからのリターンプロセスにあろうと、プロセスは速く進む。ディスプレイ
はどのようなテキストベースのスクリーンも表示しない。グラフィカルスクリーンを表示
するために、プロセスが１～２秒以上を必要とする場合、擬似グラフィカルスクリーンが
表示され、多目的媒体アクセス・デバイス１１０がブートプロセスにあるというデモンス
トレーションを行う。システムがグラフィカルスクリーンの表示をできるようになると、
ユーザログインスクリーンが表示されるまで、多目的媒体アクセス・デバイスとＯＥＭロ
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ゴとを示したディスプレイが表示される。システムがブートしている間、システムがスタ
ートアップ中であることを示すよう、ユーザにアクティブグラフィカルフィードバックが
供給される。
【００５６】
　ログインスクリーンは、特定のユーザアカウントを選択する、単純なグラフィカル手段
を供給する。ユーザアカウントを選択した後、ユーザは自分のパスワードを入力する。
【００５７】
　ＰＣのオペレーティングシステムを初めて体験するユーザにとって、ＧＵＩをどのよう
にナビゲートし、使用するかを学ぶことは、やる気をそぐような作業である。多目的媒体
アクセス・デバイス１１０の主要な目的は、この製品と標準のＰＣとを区別することなの
で、ユーザは、簡易化されたユーザインターフェースあるいはシェルオプションを利用す
ることができる。簡易化されたユーザインターフェースは設定可能オプションであり、こ
れは、難しい設定などが一切ない、初期設定のユーザインターフェースである。この簡易
化されたユーザインターフェースは、チュートリアル、ウェブブラウジング、サポートあ
るいはヘルプ、ターゲットとする国のユーザを対象としたウェブサイトへのショートカッ
ト、およびその他のアプリケーションを含む、オンラインおよびオフライン機能を開始す
るための、ナビゲートしやすい方法を含む。この簡易化されたインターフェイスのビジュ
アル的特徴により、統一されて認識可能な装置のブランドがもたらされるが、ＧＵＩを魅
力的なものにするために、また、地域文化に基づいて使い易くするために、このビジュア
ル的特徴を特定のターゲット国用に、およびＯＥＭ用にカストマイズしてもよい。
【００５８】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０の独創的技術は、実際には、パソコン技術よりも
単純である。初心者ユーザは、他人の助けがなくてもこのシステムをセットアップし、設
定することができる。
【００５９】
　ユーザが初めてシステムをブートする際に、設定すべきいくつかの項目がある。このよ
うな項目としては、ユーザアカウント、時間と日付、ディスプレイ設定、およびダイアル
アップ接続が挙げられる。このような設定は、簡単で直感的な、誘導型グラフィカルイン
ターフェースを通じて行われる。Ｗｉｎｄｏｗｓでは、この方法で、時間と日付の設定が
すでに行われている。Ｗｉｎｄｏｗｓ上のインターネット接続ウイザードが利用され得る
。システムは、初期設定により、シングルユーザアカウントのルック＆フィールを供給す
る。あるユーザは、更なるアカウントを使用可能にできる。初期のディスプレイ設定は、
モニタにとっては理想の設定であると定義される。
【００６０】
　このシステムは初心者ユーザをターゲットとしているので、アプリケーションプログラ
ム６１２は、オペレーティングシステムとアプリケーションの用法についての基本トレー
ニングを含む。ユーザはこのようなチュートリアルを自由に見ることができる。これは、
チュートリアルのガイドツアーを開始するアイコンをデスクトップに配置した形式であっ
ても、または最初にアプリケーションを実行するときにチュートリアルを実行するユーザ
プロンプトであっても、もしくはその両方であってもよい。
【００６１】
　様々な家族のメンバーがこの多目的媒体アクセス・デバイス１１０を使用できる。大人
ユーザは未成年ユーザとは別の特権を有することができる。また、異なるユーザアカウン
トを持つことで、各個人は自分たちのコンフィグレーション・プリファレンスを設定でき
、また、自分たちのドキュメントフォルダへのデフォルトアクセスを有する。システムの
コアアカウントは、新規ユーザ追加オプションを利用できる。コアアカウントは、システ
ム上の初期アカウントであり、家族の中の大人であると考えられる。新規ユーザ追加プロ
セスは、システムのコンフィグレーションメニュのアイコンを作動し、ユーザ名とパスワ
ードとを設定し、大人のアカウントであるか、子供のアカウントであるかを選択するとい
う簡単なプロセスである。そのアカウントが子供のアカウントである場合は、ある種のウ
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ェブページへのアクセスを規制するよう、インターネット・ペアレンタル・コントロール
を設定することができる。
【００６２】
　クローズドオペレーティングシステムとともに、別々のデスクトップ環境と別々のデフ
ォルトユーザファイルディレクトリが与えられ、複数のユーザアカウントを使用可能にす
る。
【００６３】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、様々なシナリオに対して、ソフトウェアイメ
ージのメンテナンスを可能にする。そのようなシナリオとしては、オペレーティングシス
テムセキュリティパッチ、アプリケーションパッチ、ＢＩＯＳアップデート、新たなドラ
イバおよび／またはアプリケーションなどが挙げられる。
【００６４】
　パッチマネージメントのメカニズムがソフトウェア内に含まれる。最小限、インターネ
ット・サービス・プロバイダ１２０がパッチ機能を有する必要がある。あるいは、オペレ
ーティングシステムのメンテナンスを、そのオペレーティングシステムの製造供給元の設
備で直接管理することもできる。例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓは、標準の”Ｗｉｎｄｏｗｓ　
Ｕｐｄａｔｅ”サービスを使用することで維持され得るが、インターネット・サービス・
プロバイダは、システムを維持するためのメカニズムを提供する。
【００６５】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は、ワードプロセッサおよびスプレッドシートな
どの、生産性アプリケーション６１２を含むとともに、インターネットの閲覧、ブックマ
ークの保存、画像ファイルの保存、および、システムにその他のデータを保存できる能力
を含む。ユーザ・コンフィグレーション設定はシステム上に保存される。ユーザのすべて
のデータは、ファイルシステムを操作する方法を知る必要なしに、ユーザが直接アクセス
できる場所に保存されるべきである。このユーザデータは、ウイルスやその他の手段によ
りデータが破壊されるのを防止するために、残りのオペレーティングシステムから保護さ
れる。フルシステムイメージリカバリの際、ユーザデータは、ハードディスクハードウェ
アが破壊的に故障しない限りは上書きされるか、あるいは、不変である。
【００６６】
　一実施形態では、ユーザデータはシステムデータとは別のディスク・パーティションに
保存される。クローズドシステムに基づく多目的媒体アクセス・デバイスは、ハードディ
スク・セントリック・ファイルマネージメント・メタファー（a hard disk centric file
 management metaphor）をサポートする。デフォルトの保存先はハードディスクドライブ
であって、メモリではない。また、アプリケーション６１２は、ユーザのデータファイル
構造を認識しているので、文書を保存し、かつ開く初期位置は、ユーザのドキュメントフ
ォルダからである。
【００６７】
　単純な機能、つまりディスクから外部の記憶装置へのユーザファイルのコピーではない
、ユーザデータのバックアップは、インターネット・サービス・プロバイダ１２０を介し
て行われ得る。
【００６８】
　図７は、イメージリカバリモジュール６１６のオペレーションのフローチャートである
。このイメージリカバリモジュール６１６は、ユーザあるいは修理人がわずかな費用でオ
ペレーティングシステムイメージを現場でアップデート、または修復可能にする。イメー
ジリカバリ法の一例としては、アップデートＣＤからブートすることが挙げられる。しか
し、この多目的媒体アクセス・デバイス１１０はＣＤ－ＲＯＭを備えていないので、ディ
スクの隠れた（パーティションされていない）部分からイメージを回復させる解決法が提
供される。回復されたイメージは、多目的媒体アクセス・デバイス１１０がこれまでに受
け取っているすべてのアップデートとパッチとを含む。ユーザのデータとコンフィグレー
ション設定は、リカバリの間、変わらない。ユーザは、イメージリカバリの前に、リカバ
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リプロセスを続けたいかどうかについて、また、所要時間を表示したいかどうかについて
注意をうながされる。ディスプレイデバイス２１４は、イメージリカバリの間、システム
がロックされていないことを保証するために、アクティビティインジケータを用いて、リ
カバリ中であるというフィードバックをユーザへ送る。
【００６９】
　多目的媒体アクセス・デバイス１１０は固有ＩＤを含み、それは、ハードドライブの複
製による不正コピー、あるいはシステムイメージおよびアプリケーションの再利用を防ぐ
ために利用される。この固有ＩＤは、オペレーティングシステムイメージのアプリケーシ
ョンからアクセス可能である。このアクセスは、オペレーティングシステムレベルで暗号
化されたＩＤ形式であり、インターネット・サービス・プロバイダへのアクセスを獲得す
るために、不正システム上にＩＤが複製されるのを防止する。１つの実装形態は、インタ
ーネット・サービス・プロバイダによってダウンロードされ、インターネット・サービス
・プロバイダによって周期的にアップデートされるような方法で実装される公開キーとし
て、この固有ＩＤの暗号化キーを供給する。インターネット・サービス・プロバイダ１２
０へ接続後、固有ＩＤは、インターネット・サービス・プロバイダの秘密キーを使用して
、インターネットサーバにより解読されて、インターネットサーバあるいは電子メールサ
ーバへのアクセスが許可される。
【００７０】
　システムが利用者へ提供されると、この固有ＩＤが利用者について登録され、インター
ネットアカウントおよび電子メールアカウントへのアクセスが可能になる。不正なシステ
ムを試す者がいる場合は、インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、指定された
アカウント（ＵＵＩＤ）へのサービスを無効にすることによって、インターネットサーバ
あるいは電子メールサーバへのアクセスを防止する。インターネットへアクセスするため
に、海賊版システム上の不正暗号化キーを使用する者がいる場合、このアクセスは、サー
ビスプロバイダが公開キーをアップデートした後は機能しなくなる。
【００７１】
　図８は、複数のユーザに低価格の多目的媒体アクセス・デバイスを提供するための、ア
カウントマネージメントモジュール６１８とインターネット・サービス・プロバイダ１２
０とのインタラクションのフローチャートである。より具体的には、ユーザは、多目的媒
体アクセス・デバイスでインターネットにアクセスすることによって、多目的媒体アクセ
ス・デバイス１１０でインターネットセッションを開始する（ステップ８１０）。通信装
置を介して、インターネット・サービス・プロバイダ１２０への接続が確立される。次に
、ユーザは、インターネット・サービス・プロバイダにユーザ名とパスワードとを提供す
る（ステップ８２０）。次に、インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、ユーザ
が承認されたユーザであるかどうかの判断をする（ステップ８２２）。ユーザが承認され
ていないユーザの場合、インターネット・サービス・プロバイダはインターネットへのア
クセスを拒否する（ステップ８２４）。ユーザが承認されたユーザの場合、インターネッ
ト・サービス・プロバイダはセッションを承認し（ステップ８２６）、ユーザはインター
ネット・サービス・プロバイダ１２０を介してインターネットに接続される。
【００７２】
　さらに、ユーザが自分のユーザ名を提供している間、多目的媒体アクセス・デバイス１
１０は、ユーザの認識なしに、あるいはユーザが操作しなくても、バックグラウンドでイ
ンターネット・サービス・プロバイダ１２０にＵＵＩＤを供給する（ステップ８３０）。
次に、インターネット・サービス・プロバイダは、この多目的媒体アクセス・デバイスが
有効なシステムであるかどうかを判断する（ステップ８３２）。インターネット・サービ
ス・プロバイダ１２０は、多目的媒体アクセス・デバイスに対する支払いが遅れていない
かどうか、多目的媒体アクセス・デバイス１１０に盗難の届出が出されているかどうか、
同一装置の複製コピーがあるかどうか（したがって、ソフトウェアの不正コピーが作成さ
れたことを示す）、および、装置が接続を確立している場所が予測される場所に一致して
いるかどうか、を含む複数の判断基準に基づいて、この多目的媒体アクセス・デバイス１
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１０が有効システムであるかどうかの判定を行うことができる。本来は、インターネット
・サービス・プロバイダ１２０は、ユーザとの関係のビジネス部分を維持するためにこの
判定を使用することができる。例えば、多目的媒体アクセス・デバイス１１０がユーザに
リースされた場合、この判定により、リース条件が守られているかどうかを判断すること
ができる。システムが有効なシステムの場合、ユーザは、インターネット・サービス・プ
ロバイダを介してインターネットに接続される（ステップ８２６）。
【００７３】
　次に、インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、接続が有効な時間の長さなど
のある特定の判断基準に基づいてインターネットセッションを監視してもよい（ステップ
８４０）。その監視に基づいて、インターネット・サービス・プロバイダ１２０は、接続
された多目的媒体アクセス・デバイス１１０が有効なシステムであるかどうかの判定を周
期的に行い得る（ステップ８３２）。接続された多目的媒体アクセス・デバイス１１０が
有効なシステムである場合、インターネット・サービス・プロバイダ１１０はセッション
の許可を継続する（ステップ８２６）。接続された多目的媒体アクセス・デバイス１１０
が有効システムでない場合、インターネット・サービス・プロバイダ１２０はインターネ
ットへのアクセスを終了する（ステップ８４４）。
【００７４】
　本発明は、上述した利点に加えて、本発明に特有のその他の利点を達成するようにうま
く構成されている。本発明の特定の実施形態を参照することにより、本発明を示し、説明
し、かつ定義しているが、そのような参照は本発明を限定することを意味するのではなく
、また、いずれのそのような限定をも暗示しているものではない。関連技術の当業者であ
れば思いつくであろうが、本発明は、形状および機能において多くの修正、変更、および
均等物が存在しうる。図示し説明した実施形態は単なる例であり、本発明の範囲を限定す
るものではない。
【００７５】
　例えば、上述の実施形態は、あるタスクを実行するモジュールを含む。本文に説明した
モジュールは、ハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジュールを含み得る。ハー
ドウェアモジュールは、アプリケーション・スペシフィック・サーキット内に実装されて
もよく、あるいは、何らかの、プログラム可能な論理デバイスの形状で実装されてもよい
。ソフトウェアモジュールは、スクリプト、バッチ、あるいはその他の実行可能ファイル
を含み得る。このモジュールは、ディスクドライブなどの、機械が解読できる、あるいは
コンピュータが読み込み可能な記憶媒体に格納される。本発明の実施形態に従ってソフト
ウェアモジュールを格納するために用いられる記憶装置としては、例えば、磁気フロッピ
ーディスク、ハードディスク、あるいはＣＤ－ＲＯＭまたはＣＤ－Ｒなどの光学ディスク
が挙げられる。本発明の実施形態に従ってファームウェアあるいはハードウェアモジュー
ルを格納するために用いられる記憶装置としては、永続的に、取り外し可能に、あるいは
遠隔的にマイクロプロセッサ／メモリシステムに接続できる、半導体ベースメモリがある
。その結果、モジュールは、モジュールの機能を実行するためにコンピュータシステムを
構築するよう、コンピュータシステムメモリ内に記憶され得る。本文中で検討されたモジ
ュールを格納するために、その他の新しい様々な種類のコンピュータ読み込み可能記憶媒
体を使用してもよい。更に、当業者であれば、機能をモジュールに分けることは例示の目
的であることが理解されるであろう。別の実施形態では、複数のモジュールの機能を１つ
のモジュールにまとめることができ、あるいは、複数のモジュールの機能を互いに分解し
てもよい。例えば、サブモジュールを呼び出すソフトウェアモジュールは、各サブモジュ
ールが自身の機能を実行し、別のサブモジュールへ直接的にコントロールをパスすること
ができるように、分解してもよい。
【００７６】
　また、例えば、多目的媒体アクセス・デバイスに関連して検討されたすべてのソフトウ
ェアは、搬送波に組み込まれた信号として動作可能であることが理解されるであろう。
【００７７】
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　また、例えば、その他の多目的媒体アクセス・デバイスは本発明の範疇に属することが
理解されるであろう。
【００７８】
　その結果、本発明は　添付の請求項の精神と範囲とによって限定され、あらゆる点にお
いて均等物を完全に考慮したものである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】低価格の多目的媒体アクセス・デバイスを複数のユーザへ供給するためのシステ
ムのブロック図。
【図２】多目的媒体アクセス・デバイスのシステムブロック図。
【図３】多目的媒体アクセスシステムで使用するプロセッサシステムのブロック図。
【図４】多目的媒体アクセス・デバイスで使用する入出力（Ｉ／Ｏ）システムのブロック
図。
【図５】多目的媒体アクセス・デバイスのパワー状態のブロック図。
【図６】多目的媒体アクセス・デバイスのソフトウェアのブロック図。
【図７】多目的媒体アクセス・デバイスのシステムリカバリのブロック図。
【図８】低価格の多目的媒体アクセス・デバイスを複数のユーザへ供給するシステムのア
カウントマネージメント・オペレーションのフローチャート。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成18年5月9日(2006.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多目的媒体アクセスデバイスにおいて、
　前記多目的アクセスデバイスと少なくとも１つの通信ネットワークとの間にデータ転送
を制御するように動作可能な通信インターフェイスと、
　ユーザデータと固有ユーザ識別子とを記憶するよう動作可能なデータ記憶モジュールと
、
　少なくとも１つの実行可能プログラムが記憶されたプログラム記憶モジュールであって
、前記プログラムは、前記固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプロファイルに従い
、前記通信ネットワーク上においてデータ転送能力のうちのいくつかの限られたセットを
可能にする、前記多目的媒体アクセスデバイスの所定のオペレーショナルフィーチャのセ
ットを可能にするために、前記ユーザ識別子を使用する命令を含む、プログラム記憶モジ
ュールと、
　前記ユーザプロファイルに従い処理されたユーザデータのセットを生成するために、前
記データ記憶モジュールに記憶されたデータを処理するために、前記プログラム記憶モジ
ュールに記憶された前記実行可能プログラムを実行するように動作可能なデータプロセッ
サと、
　前記処理されたユーザデータを表示するように動作可能なディスプレイとを含み、
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　前記デバイスはユーザによってソフトウェアがインストールされるのを防止するととも
に、ソフトウェアアップデートモジュールによってソフトウェアがインストールされるよ
うに構成される、多目的媒体アクセスデバイス。
【請求項２】
　前記固有ユーザ識別子は暗号化されたデータファイルとして、前記データ記憶モジュー
ルに記憶される、請求項１に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項３】
　前記ユーザデータのセットは、インターネットサービスプロバイダによって供給された
公開キーを用いて生成される、請求項２に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項４】
　前記データモジュールに記憶された事前設定されたオペレーティングシステムを更に含
み、前記オペレーティングシステムはユーザが変更することはできないシステムである、
請求項３に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項５】
　前記プログラム記憶モジュールは、隠しパーティションを含み、前記オペレーティング
システムのリカバリバージョンは前記隠しパーティションに記憶される、請求項４記載の
多目的マルチメディアデバイス。
【請求項６】
　多目的媒体アクセスデバイスにおいて、
　前記多目的アクセスデバイスと少なくとも１つの通信ネットワークとの間にデータ転送
を制御する手段と、
　ユーザデータと固有ユーザ識別子とを記憶する手段と、
　少なくとも１つの実行可能プログラムが記憶されたプログラムを記憶する手段であって
、前記プログラムは、前記固有ユーザ識別子に関連づけられたユーザプロファイルに従い
、前記通信ネットワーク上においてデータ転送能力のうちのいくつかの限られたセットを
可能にする、前記多目的媒体アクセスデバイスの所定のオペレーショナルフィーチャのセ
ットを可能にするために、前記ユーザ識別子を使用する命令を含む、プログラムを記憶す
る手段と、
　前記ユーザプロファイルに従い処理されたユーザデータのセットを生成するために、前
記データ記憶モジュールに記憶されたデータを処理するために、前記プログラム記憶モジ
ュールに記憶された前記実行可能プログラムを実行するためのデータ処理手段と、
　前記処理されたユーザデータを表示する手段を含み、
　前記デバイスはユーザによってソフトウェアがインストールされるのを妨げるともに、
ソフトウェアアップデートモジュールによってソフトウェアがインストールされるのを妨
げる、多目的媒体アクセスデバイス。
【請求項７】
　前記固有ユーザ識別子は暗号化されたデータファイルとして前記データ記憶モジュール
に記憶される、請求項１１記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項８】
　前記固有ユーザ識別子はデータを記憶するための不揮発性の手段に記憶される、請求項
１２記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項９】
　プログラムを記憶するための前記手段に記憶された事前設定されたオペレーティングシ
ステムを更に含み、前記オペレーティングシステムをユーザが変更することはできない、
請求項１３に記載の多目的マルチメディアデバイス。
【請求項１０】
　プログラムを記憶するための前記手段は隠しパーティションを含み、前記オペレーティ
ングシステムのリカバリバージョンは前記隠しパーティションに記憶される、請求項１４
記載の多目的マルチメディアデバイス。
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